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１【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年３月25日に提出いたしました第93期（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）内部統制報告書の記載事項に

誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

 

２【訂正事項】
３　評価結果に関する事項

４　付記事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿を付して表示しております。

 

３【評価結果に関する事項】
（訂正前）

　上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断致しました。

 

（訂正後）

　下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断

いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

記

 

　当社水産飼料事業部において不適切な取引が行なわれていた疑いが平成22年５月に生じ、その実態及び損失額を調査するた

め、５月21日に社内調査委員会（委員長：取締役社長　植木宏）を設置いたしました。同委員会の調査により、同事業部におい

て、過年度から製品の未記帳出荷、売上計上期の操作などの不適切な会計処理や、架空販売、架空製造、これらを組み合わせた循

環取引などの不正行為が継続して行なわれていたことが明らかになりました。また、当該不正行為を隠蔽するため、内部統制証

跡の偽装や偽装在庫品による在庫数量偽装などが行なわれていたことが明らかになりました。これにより当社は、当該不適切

会計処理及び不正行為の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、この決算訂正の結果として過年度にお

ける繰延税金資産の回収可能性に関する判断、固定資産減損会計適用に関する判断を見直し、平成17年12月期中間期から平成

22年12月期第１四半期までの有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

　これらの事実は、当社の全社的な内部統制において、経営者の方針が従業員に浸透していない部分があったこと、職務分離や

相互牽制が十分には機能していなかったこと、リスク識別及びその評価に不十分な点があったことなどの不備があり、また、水

産飼料事業における業務プロセス統制において、その整備内容が同事業の実態を反映し且つ同事業固有リスクを考慮したもの

とは必ずしもなっておらず、運用面でも内部統制が機能しなかったことによるものです。

　以上のことから、当社の全社的な内部統制、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制、水産飼料事

業の業務プロセスに関する内部統制に重要な欠陥があったため、不適切な会計処理が行なわれ且つその発見に遅れを生じさせ

たものと認識しています。

 

４【付記事項】
（訂正前）

　付記すべき事項はありません。

 

（訂正後）

　当社では財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会の調査結果を踏まえ、財務報告に

係る内部統制の不備是正として、以下を再発防止の骨子として具体策の策定・実行に着手しております。また、今後発表予定の

第三者委員会（委員長：赤松幸夫弁護士）最終報告内容を受領した後、同委員会の提言を踏まえての是正措置・再発防止策を

講じてまいります。

 

①　当社では従前よりコンプライアンス重視の経営方針を明示してまいりましたが、全ての従業員に浸透しきれていなかっ

たことを反省し、そのさらなる徹底を図るとともに、経営者と従業員、組織間など上下横のコミュニケーションレベルの向

上に努めます。

②　当社ではリスクマネジメントシステムを既に導入しておりましたが、今回の不適切な取引に関しては未然防止・早期発

見に繋げることができませんでした。取引先や取引に関するリスクの認識と発生防止に向けて、同システムの充実、高度化

を図ります。
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③　当社事業が多岐にわたる中、水産飼料事業に対するモニタリングや組織間牽制が十分には機能していなかったと認識し、

業務分掌の見直しや適切な人事異動など、組織と人事の効果的な組み合わせによる監視・牽制体制を再構築いたします。

④　財務報告の虚偽記載を防ぐため、会計処理の基本原則や基準に関するルールの再徹底を図るとともに、取引事実に基づい

た会計処理を行なうよう、水産飼料事業の業務プロセスに関する内部統制を再構築いたします。

⑤　以上の①～④に基づいた再発防止策について、その実行進捗管理部門をリスク管理委員会とし、モニタリング結果を取締

役会に報告する体制といたします。

 

　尚、本件に関する緊急確認措置として、また、上記骨子に基づく再発防止策として、当社がすでに実行している取り組みは以下

の通りです。

 

［緊急確認措置］

　他の事業に関して不適切取引及び不正のないことを確認するために以下を実施しました。

・当社及び国内連結子会社の棚卸資産について実地棚卸を実施し、実在庫と帳簿在庫の一致を確認しました。

・当社及び国内連結子会社に対して、売掛債権・棚卸資産の残高推移や滞留月数などの状況調査を実施し、残高の適正性を

確認しました。

・国内連結子会社に対して内部監査を実施し、各社の財務諸表が適正な財務状況等を表示していることを確認しました。

 

［実行済及び実行中の再発防止策］

・コンプライアンスの再徹底

経営理念を再確認し、信頼回復へ全社一丸となって取り組むよう、全従業員に対して社長からメッセージを配信、企業理念

やコンプライアンスについて記載したカードを再配付しました。また、職場単位のコンプライアンスミーティングを実施

しました。

・リスクマネジメントの強化

リスク識別・評価に客観的な視点を加えるなど、より有効なリスクマネジメントシステムとするための準備段階として、

各部門によるリスク棚卸及びリスク対応策の見直しを実施しました。
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